
 

 

 
▼事業の目的は？ 
 
市内の農業者に対して、鳥獣（イノシシ等）による農作物への被害防止のため
の電気柵等設置に要する資材購入費を補助し、農業者の負担経費の軽減ならび
に生産意欲の増進を図ることを目的としています。 

 

▼どのような人が対象になるの？ 
 
補助の対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。 
なお、過去５年以内に本事業を利用した方は、申請できません。 
⑴ 市内に住所を有し、農業を営む個人又は任意団体等であること。 
⑵ 本市の市税の滞納がないこと。 
⑶ いわき市暴力団排除条例（平成 24 年いわき市条例第 41 号）第２条に規
定する暴力団、暴力団員又は社会的非難関係者でないこと。 

 
▼どのような農用地が対象になるの？ 
 
 補助の対象となる農用地は、電気柵等で囲う部分の１箇所あたりの面積が５
アール以上であり、かつ、次のいずれかに該当するものになります。 
 ・ 現に農作物が鳥獣被害を受けている農用地 
 ・ 過去に鳥獣被害を受けた農用地 
 ・ 今後、鳥獣被害を受けるおそれのある農用地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼対象になる経費は？ 
 
補助金の交付対象は、次の鳥獣被害防止資材購入に要する経費となります。 
導入する資材は新品に限り、工事雑費は補助の対象外となります。（設置費用
や人件費は対象となりません。） 
（１） 電気柵 
（２） 網、トタン及びワイヤーメッシュ（杭等を含む） 
（３） 防鳥ネット 
（４） そのほか防護に必要な資材 
なお、事業費は５万円以上であることが条件となります。他の補助として既
に採択されている資材についても補助の対象とはなりません。 
 
 
 

鳥獣被害対策事業の募集について（お知らせ） 



▼補助金の額と限度額は？ 
  
 補助金の額は、資材購入費の２分の１以内、補助限度額は１０万円までとな
ります。 
 
▼補助金交付までの流れは次のとおりです。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
▼補助金交付の要望をするには？ 
 
 
事業を申請する方は、次に掲げる書類を提出してください。申請書類は、い
わき市役所農業振興課に用意しております。  
また、市ホームページ等から書類（①～⑤）の様式データをダウンロードで
きます。 
 
【提出書類】 
① 補助金等交付申請書（第１号様式） 
② 鳥獣被害対策事業計画書（提出書類№１） 
③ 農作物作付面積及び農産物販売状況報告書（提出書類№２） 
④ 市税完納証明請求書（第１号様式） 
⑤ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書（第２号様式） 
⑥ 被害対策を実施しようとする箇所を確認できる書類（図面・地図等、水田、
畑の位置、ほ場の長さ、面積が正確に分かるもの） 

⑦ 補助対象経費を確認できる書類（導入する資材のパンフレット、見積書等）
の写し 

⑧ 被害の状況を確認できる写真（現在、また過去の被害の写真等があれば添付） 
⑨ ※通帳の写し（銀行・支店名、口座番号、フリガナが明確なもの） 
⑩ ※口座振替依頼書 
   ※ ⑨・⑩は、過去に市へ口座の登録を済ませた方は、提出不要です。 
 
▼募集期間 
 
令和８年４月１日(水)～ 
 
▼提出先 
 
〒９７０－８６８６ 
福島県いわき市平字梅本２１番地 
いわき市役所 農業振興課 鳥獣被害対策事業担当 宛 
TEL（２２）７４７９  FAX（２２）７５８９ 
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